
  平成 20 年３月 31 日     富 山 県 報       号  外(9)  1     2  平成 20 年３月 31 日   富 山 県 報         号  外(9)   

 
 号  外(9)  

  目      次 
   告  示 

 ○富山県土地改良事業確定測量事務取扱要綱等の廃止              １ 
 ○富山県建設工事標準請負契約約款の一部改正 
 ○富山県土木設計業務等標準委託契約約款の一部改正              ２ 
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富山県告示第174号 

   富山県土地改良事業確定測量事務取扱要綱等の廃止について 

 次に掲げる告示は、平成20年３月31日限り、廃止する。 

  平成20年３月31日 

                    富山県知事 石  井    一  

 ⑴ 富山県土地改良事業確定測量事務取扱要綱（昭和47年富山県告示第 934号） 

 ⑵ 富山県土地改良事業確定測量業務基準（昭和47年富山県告示第 935号） 

 ⑶ 富山県土地改良事業確定測量検認調査要領（昭和47年富山県告示第 936号） 

                              （耕 地 課）  

 

 

富山県告示第175号 

   富山県建設工事標準請負契約約款の一部改正について 

 富山県建設工事標準請負契約約款（平成８年富山県告示第 180号）の一部を次の 

ように改正し、平成20年４月１日から施行する。 

  平成20年３月31日 

                    富山県知事 石  井    一  

 第48条第１項各号列記以外の部分中「10分の１」を「10分の２」に改める。 

                              （管 理 課）  
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富山県告示第176号 

   富山県土木設計業務等標準委託契約約款の一部改正について 

 富山県土木設計業務等標準委託契約約款（平成12年富山県告示第 264号）の一部 

を次のように改正し、平成20年４月１日から施行する。 

  平成20年３月31日 

                    富山県知事 石  井    一  

 第47条第１項各号列記以外の部分中「10分の１」を「10分の２」に改める。 

                              （管 理 課）  
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